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国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び 

　
　
　
　
　

 

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
の
ご
案
内

　

基
山
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
又
は

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認 

定
証
」
を
お
持
ち
の
方
は
、
認
定
証

の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な 

っ
て
い
ま
す
。
８
月
以
降
も
認
定
証

が
必
要
な
方
は
、
更
新
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
８
月
か
ら
は
70
歳

以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
（
３
割
負

担
の
方
）の
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

入
院
治
療
や
高
額
な
外
来
診
療
を

受
け
る
際
に
、
限
度
額
適
用
認
定
証

を
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示
す
る
こ

と
で
、
所
得
区
分
に
応
じ
た
負
担
額

ま
で
の
支
払
い
に
な
り
ま
す
。（
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

は
、
国
保
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
さ
れ
、
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

限
度
額
も
減
額
さ
れ
ま
す
。）
認
定 

証
は
、
申
請
し
た
月
の
初
日
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
税
に

滞
納
が
あ
る
と
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

世
帯
員
に
転
入
や
未
申
告
等
に
よ
り

所
得
不
明
の
方
が
い
る
場
合
、
申
告

等
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▽
申
請
期
間　

　

７
月
23
日（
月
）～
８
月
31
日（
金
）

▽
持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
等
）

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー

ド
（
世
帯
主
と
対
象
被
保
険
者
の

方
）

※
申
請
・
問
合
せ
先

　

住
民
課　

保
険
年
金
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
４

  

国
民
年
金
保
険
料
「
５
年
の
後
納
制
度
」
は
９
月
30
日
ま
で
！

　
「
５
年
の
後
納
制
度
」と
は
、
未
納 

に
な
っ
て
い
る
過
去
５
年
分
の
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。（
本
来
、
未
納
の
国

民
年
金
保
険
料
は
２
年
を
経
過
す
る

と
時
効
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。）

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
将

来
の
年
金
額
が
増
え
た
り
、
納
付
期

間
が
足
り
ず
に
年
金
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
方
が
、
年
金
受
給
資
格
を
得

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

後
納
制
度
は
、
平
成
30
年
９
月
30

日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
（
９
月

30
日
ま
で
に
納
付
を
し
て
く
だ
さ

い
。）
利
用
希
望
の
方
は
、
早
め
の

申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

※
問
合
せ
先

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０

－

０
０
３

－

０
０
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佐
賀
年
金
事
務
所

　

０
９
５
２

－

３
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４
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９
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町からのお知らせ

  

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、
現
在
服
用
さ
れ
て
い
る
薬

を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医

薬
品
）
に
切
り
替
え
た
場
合
に
、
薬

代
の
自
己
負
担
額
が
ど
の
程
度
軽
減

さ
れ
る
か
試
算
し
た
差
額
通
知
は
が

き
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す

る
お
知
ら
せ
」
を
８
月
に
発
送
し
ま

す
。

▽
通
知
対
象
者

平
成
30
年
４
月
に
処
方
さ
れ
た
先

発
医
薬
品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
、
１
か

月
あ
た
り
の
自
己
負
担
額
に
一
定

以
上
の
軽
減
が
見
込
ま
れ
る
方

（
必
ず
し
も
す
べ
て
の
方
に
届
く
わ 

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

▽
通
知
記
載
内
容

・
薬
代
の
金
額
の
み
表
示
し
て
い
ま

す
。
実
際
の
窓
口
で
の
支
払
い
に

は
、
技
術
料
・
管
理
料
等
の
別
費

用
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
と
薬
代
が
安
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
、

切
り
替
え
を
強
制
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

▽
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

最
初
に
作
ら
れ
た
薬
（
先
発
医
薬

品
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売

さ
れ
る
医
薬
品
で
す
。
先
発
医
薬

品
と
同
等
の
有
効
成
分
・
効
能
・

効
果
を
も
つ
医
薬
品
で
す
が
、
全

く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
か
か
り
つ

け
の
医
師
・
薬
剤
師
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▽
通
知
書
に
関
す
る
問
合
せ
窓
口

専
用
窓
口
「
国
民
健
康
保
険
中
央

会
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
を
設
け
て

い
ま
す
。
通
知
書
裏
面
に
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
問
合
せ
先

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

業
務
課　

企
画
・
保
健
係

☎
０
９
５
２

－

６
４

－

８
４
７
６

、


